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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの測定方向に沿って互いに相対的に移動できる一つの基準尺と少なくと
も一つの走査ヘッドとの相対位置を検出する光学式位置測定装置であって、
　この光学式走査形態は、走査の有効測定点が基準尺から走査ヘッドと逆の方向に所定の
間隔を開けた所に有るように構成され、
　基準尺の光学式走査のために、一つの光ビームが二つの部分光ビームに分割され、これ
らの二つの部分光ビームの中の各々は、一回だけ基準尺の反射格子に当たり、それによっ
て、当該の反射格子に入射する部分光ビームとそれによって逆向きに反射される部分光ビ
ームとの間の角二等分線が基準尺の走査ヘッドと逆側に有る、走査の有効測定点を表す点
で光軸と交差するように回折され、
　少なくとも当該の反射格子に当たる前に、当該の光ビームの二つの部分光ビームへの分
割が行なわれ、
　その反射格子で行なわれる回折時に、それぞれ部分光ビームの光軸から遠ざかる偏向が
行なわれ、
　少なくとも一つの偏向部品によって、光軸に戻る偏向が行なわれ、そこで、これらの部
分光ビームが再び結合される、
光学式位置測定装置。
【請求項２】
　分割された部分光ビームが、当該の分割と再結合の間において、光軸に関して対称的に



(2) JP 6329456 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

進行する請求項１に記載の光学式位置測定装置。
【請求項３】
　当該の基準尺が、裏面格子として構成されており、板形状の透明な基板と、反射側が基
板の方向及び走査ヘッドの方向を向いている反射格子とを有する請求項１または２に記載
の光学式位置測定装置。
【請求項４】
　当該の基準尺が、表面格子として構成されており、反射側が走査ヘッドの方向を向いて
いる反射格子を有する請求項１または２に記載の光学式位置測定装置。
【請求項５】
　当該の基準尺が、第一の走査ヘッドに対向して第一の測定方向に沿って相対的に移動で
きるように配置されており、
　当該の基準尺が、第二の走査ヘッドに対向して第二の測定方向に沿って移動できるよう
に配置されており、この第二の測定方向が第一の測定方向に対して直角の方向を向いてい
る、
請求項１から４までのいずれか一つに記載の光学式位置測定装置。
【請求項６】
　当該の基準尺が、第三の走査ヘッドに対向して第一又は第二の測定方向に沿って移動で
きるように配置されている請求項５に記載の光学式位置測定装置。
【請求項７】
　当該の基準尺が交差格子として構成されている請求項５に記載の光学式位置測定装置。
【請求項８】
　当該の走査ヘッドが、一つの光源と、複数の検出器素子と、一方の側に分割格子と結合
格子を備え、それと逆側に複数の別の格子を備えた一つの走査板とを有し、そのため、
　光源から放射された光ビームが、前記の分割格子によって、二つの部分光ビームに分割
され、
　次に、これらの部分光ビームが、それぞれ走査板の逆側の一つの格子の方向に進行し、
それによって、それぞれ光軸の方向に偏向され、
　次に、基準尺の方向に更に進行して、そこで、走査ヘッドの方向への回折と反射が行な
われ、
　これらの部分光ビームが、それぞれ別の格子によって、光軸の方向に偏向されて、走査
板の逆側の結合格子の方向に進行し、そこで、重なり合って干渉し、
　重なり合った部分光ビームが、結合格子から検出器素子の方向に進行し、それらの検出
器素子によって、位相のずれた走査信号を検出することが可能である、
請求項１から７までのいずれか一つに記載の光学式位置測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二つの互いに移動できる物体の相対位置の高精度な計測に適した光学式位置
測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの場合、平坦な物体、例えば、半導体製造装置のウェーハの位置決めのために、所
謂ＸＹテーブルが用いられている。その場合、平坦な物体は、直線自由度Ｘ，Ｙにおいて
、部分的には、回転自由度Ｒｚにおいても、即ち、所謂全ての面内自由度において移動可
能なスライダ上に置かれている。ここで、ＸとＹにより、移動平面内のスライダの互いに
直角の方向を向いた移動方向が表され、Ｚ軸は、それらに対して直角の方向を向いている
。そのため、物体の回転自由度Ｒｚは、Ｚ軸の周りのスライダの起こり得る回転運動から
生じるものである。
【０００３】
　多くの場合、スライダ位置の決定は、以下においてエンコーダとも呼ばれる、格子に基
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づく光学式位置測定装置を用いて行なわれ、その装置では、一つ以上の走査ヘッドを用い
て、一次元又は二次元の基準尺を光学的に走査している。そのような光学式位置測定装置
では、高精度な位置信号を生成するために、有利には、一つの光源から放射された光ビー
ムを少なくとも二つの部分光ビームに分割して、基準尺に一回以上当てた後、重ね合わせ
て干渉させる干渉走査方式が用いられている。
【０００４】
　機械にＸＹテーブルを採用している場合、移動物体は、通常固定位置の工具又はセンサ
に対して相対的に位置決めしなければならない。その場合、工具又はセンサによって、以
下においてツール中心点（ＴＣＰ）と称する工具点が定義され、その位置は、物体に対し
て相対的に決定しなければならない。その場合、スライダの案内偏差が位置計測時の測定
精度を損なわないようにするためには、使用している位置測定装置の測定点と機械のＴＣ
Ｐの有効間隔を短くすることが重要な前提条件となる。この前提条件は、所謂アッベ条件
として知られており、測定方向における位置測定の有効測定点がＴＣＰと一直線に並ばな
ければならないことを規定している。測定方向に対して直角の方向における有効測定点と
ＴＣＰの間の側方間隔は、アッベ間隔と呼ばれており、それは、理想的にはゼロである。
【０００５】
　位置測定装置の有効測定点は、時として中立回転点とも呼ばれれており、その理由は、
この中立回転点の周りの位置測定装置の走査ヘッド又は基準尺の傾斜が直線近似で位置測
定値のずれを、そのため位置計測時の誤差を引き起こさないからである。
【０００６】
　位置測定のために、共通の測定方向に対して直角の方向に間隔を開けて走査ヘッドを配
置した二つの位置測定装置又はエンコーダが同じ測定方向に関して使用されている場合、
二つの位置測定値の重み付けした中間値演算によって、二つの測定点の接続線に沿って有
効測定点をずらすことができる。それに応じて、二つがスライダの測定方向Ｙを計測し、
一つがＸ方向を計測する三つの固定位置の走査ヘッドを用いて、これらの三つの位置測定
値の線形演算によって、三つの有効測定点を通るＸＹ平面内において、位置計測のための
有効測定点を任意にずらすことが可能である。従って、以下において、このＸＹ平面を三
つの走査ヘッド又は位置測定装置の有効測定平面と称する。この場合の前提条件は、同じ
測定方向における二つの走査ヘッドをその測定方向に対して直角の方向にずらすことと、
三つの走査ヘッドの全ての有効測定点が共通の平面内において二つの測定方向に対して平
行であることだけである。上述した線形演算の選択によって、有効測定平面内において有
効測定点をずらして、それらの点が、二つの測定方向に関して、それぞれ最小アッベ間隔
を有するようにする。それにより、有効測定点は、ＴＣＰと同じＸ及びＹ位置に有る。こ
れまでは、Ｚ方向におけるアッベ間隔だけが解消できなかった。そのような三つの固定位
置の走査ヘッドによる位置計測は、特に、二次元交差格子式基準尺と関連して既に知られ
ている。しかし、それと同様に、走査ヘッドを移動可能なスライダに一緒に固定して、固
定位置に配置された交差格子式基準尺を走査することも可能である。
【０００７】
　特許文献１により、スライダと一緒に移動する、スライダの下に取り付けられた三つの
固定位置の走査ヘッドによって光学的に走査される、交差格子として構成された基準尺を
スライダの下側に有するＸＹテーブルが周知である。それらの三つの固定位置の走査ヘッ
ドの中の二つは、上述した通り、Ｙ方向に沿って測定し、第三の走査ヘッドがＸ方向に測
定する。それにより、エンコーダの有効測定平面内におけるＸＹテーブルの正確な面内測
定が可能である。しかし、エンコーダの使用している走査光学系のために、有効測定点が
、そのため、エンコーダの有効測定平面が、交差格子式基準尺の平面内に有る。それに対
して、ＴＣＰは、スライダ上に配置された、そのため、下に有る有効測定平面に対してＺ
方向に大きなアッベ間隔を有する物体又はウェーハの上側に位置する。そのため、ＴＣＰ
に対して相対的な物体位置の高精度な測定は不可能である。避けられない案内偏差による
ＸＹテーブルの僅かなＲｘ又はＲｙ傾斜、即ち、Ｘ又はＹ軸の周りの傾斜が、それに応じ
て物体の位置誤差を引き起こすこととなる。
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【０００８】
　特許文献２により周知の装置に関しても同様のことが言える。そこには、下方から透明
なスライダ基板を通して三つの固定位置の走査ヘッドによって光学的に走査される交差格
子を基準尺として上側に取り付けた透明なＸＹスライダが記載されている。そのため、そ
の交差格子式基準尺は、所謂裏面格子として構成されている。透明なＸＹスライダの上側
には、ウェーハの形の位置決めすべき物体が置かれる。そのため、特許文献２に提案され
ている装置でも、Ｚ方向における走査ヘッドの有効測定点は、所望の通りにはＴＣＰと一
致しない。そこで提案されている走査形態を詳しく考察すると、透明なスライダ基板の厚
さが３０ｍｍ～１００ｍｍの範囲内に有る場合、Ｚ方向におけるアッベ間隔が１０ｍｍ～
３３ｍｍのオーダとなることが分かった。Ｒｘ及びＲｙ傾斜に関して約２５μ°の典型的
な案内偏差の場合、位置計測時の測定誤差が２５０ｎｍ～８２５ｎｍとなり、それは、そ
のような用途における典型的には高い位置決め要件の場合に許容されない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】国際特許公開第２０１１／０６８２５４号明細書
【特許文献２】欧州特許公開第２０６８１１２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の課題は、有効測定点の位置を出来る限り柔軟に設定することが可能であり、特
に、遵守すべきアッベ条件に関して、位置測定装置の有効測定点とそれに対応する機械の
工具のツール中心点の間の出来る限り短いアッベ間隔を保証する光学式位置測定装置を提
示することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本課題は、本発明による請求項１の特徴を有する光学式位置測定装置によって解決され
る。
【００１２】
　本発明による光学式位置測定装置の有利な実施形態は、従属請求項に記載された措置か
ら明らかとなる。
【００１３】
　本発明による少なくとも一つの測定方向に沿って互いに相対的に移動できる一つの基準
尺と少なくとも一つの走査ヘッドの相対位置を計測する位置測定装置は、走査形態の有効
測定点が走査ヘッドと逆向きの方向に基準尺から所定の間隔を開けて位置するように構成
された光学走査形態を有する。
【００１４】
　この場合、基準尺の光学式走査のために、光ビームが二つの部分光ビームに分割されて
、これらの二つの部分光ビームの各々が少なくとも一回基準尺の反射格子に当たり、それ
によって、この反射格子に入射する部分光ビームとそれにより逆向きに反射される部分光
ビームの間の角二等分線が、基準尺の走査ヘッドと逆側に有る、走査の有効測定点を表す
点で光軸と交差するように回折することが可能である。
【００１５】
　少なくとも反射格子に当たる前に、光ビームの二つの部分光ビームへの分割が行なわれ
、
　反射格子で行なわれる回折時に、それぞれ部分光ビームの光軸から離れる偏向が行なわ
れ、
　少なくとも一つの偏向部品によって、光軸に戻る偏向が行なわれて、そこで、部分光ビ
ームが再び結合される、
ものと規定できる。
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【００１６】
　この場合、分割された光ビームは、分割と再結合の間において、光軸に関して対称的に
進行することができる。
【００１７】
　更に、基準尺が、裏面格子として構成され、板形状の透明な基板と、反射側が基板の方
向及び走査ヘッドの方向を向いた反射格子とを有することが可能である。
【００１８】
　更に、基準尺が、表面格子として構成され、反射側が走査ヘッドの方向を向いた反射格
子を有することが可能である。
【００１９】
　基準尺が、第一の走査ヘッドに対向して第一の測定方向に沿って相対的に移動できるよ
うに配置されており、
　基準尺が、第二の走査ヘッドに対向して第二の測定方向に沿って相対的に移動できるよ
うに配置されており、この第二の測定方向が第一の測定方向に対して直角の方向を向いて
いる、
ものと規定できる。
【００２０】
　この場合、基準尺は、更に第三の走査ヘッドに対向して第一又は第二の測定方向に沿っ
て移動できるように配置することができる。
【００２１】
　更に、基準尺を交差格子として構成することが可能である。
【００２２】
　一つの考え得る実施構成では、走査ヘッドは、一つの光源、複数の検出器素子及び一方
の側に分割格子と結合格子を備え、その逆側に複数の別の格子を備えた一つの走査板を有
し、そのため、
　光源から放射された光ビームが分割格子によって二つの部分光ビームに分割され、
　次に、これらの部分光ビームが、それぞれ走査板の逆側の一つの格子の方向に進行し、
それによって、それぞれ光軸の方向に偏向され、
　次に、基準尺の方向に更に進行して、そこで、走査ヘッドの方向への回折及び逆向きの
反射が起こり、
　これらの部分光ビームが、それぞれ別の格子によって光軸の方向に偏向されて、走査板
の逆側の結合格子の方向に進行し、そこで、重なり合って干渉し、
　この結合格子によって重なり合った部分光ビームは、位相のずれた走査信号を検出する
ことが可能な検出器素子の方向に進行する。
【００２３】
　特に有利には、本発明による位置測定装置では、例えば、ＸＹテーブルと関連して使用
した場合に、更に本発明によりアッベ間隔をほぼゼロに低減できることが分かった。その
結果、ＸＹテーブルを用いて位置決めされる物体に関する位置計測時に非常に高い精度が
得られる。
【００２４】
　この場合、本発明による位置測定装置は、様々な基準尺を用いて柔軟に構成することが
できる。即ち、位置測定装置の相応の走査光学系を裏面格子又は表面格子として構成され
た基準尺に設置することが可能である。そのため、両方の場合に、それらに対応する位置
測定装置の有効測定平面が基準尺の裏側以降に位置することが保証される。
【００２５】
　それによって、位置決めすべき物体、例えば、ウェーハを有効測定平面内に配置するこ
とが可能となる。そのため、特に有利には、ＸＹテーブルの場合、全てのアッベ間隔をほ
ぼゼロに低減して、それにより、アッベ条件を遵守することができる。その結果得られる
位置計測時の高い測定精度は、最早ＸＹテーブルの案内偏差によって殆ど損なわれない。
【００２６】
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　案内偏差が最早位置計測を殆ど損なわないので、それに応じて大きな許容範囲の簡単な
案内を採用することができる。これまでは、高精度な案内がＸＹテーブルの製造コストの
大部分を発生させていたので、このようにして大幅にコストを削減することができる。
【００２７】
　以下における図面と関連した本発明による装置の実施例の記述に基づき、本発明の更に
別の詳細及び利点を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明による光学式位置測定装置と関連した理論的な考察を説明するための光路
図
【図２】本発明による光学式位置測定装置と関連した理論的な考察を説明するための光路
図
【図３ａ】本発明による光学式位置測定装置の第一の実施例の断面図
【図３ｂ】本発明による光学式位置測定装置の第一の実施例の断面図
【図３ｃ】本発明による光学式位置測定装置の第一の実施例の断面図
【図４】本発明による光学式位置測定装置の第二の実施例の断面図
【図５ａ】本発明による光学式位置測定装置の第三の実施例の断面図
【図５ｂ】本発明による光学式位置測定装置の第三の実施例の断面図
【図５ｃ】本発明による光学式位置測定装置の第三の実施例の断面図
【図６ａ】本発明による光学式位置測定装置の第四の実施例の断面図
【図６ｂ】本発明による光学式位置測定装置の第四の実施例の断面図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下において、本発明による光学式位置測定装置の幾つかの実施例を詳しく説明する前
に、先ずはそのための基礎となる理論的な考察を図１と２を用いて説明する。それらは、
本発明による光学式位置測定装置の一つの実施例における走査光路の一部を図示している
。
【００３０】
　干渉走査方式に基づく高精度な光学式位置測定装置では、通常光源から提供される一つ
の光ビームがコリメートされて、二つの部分光ビームに分割される。これらの部分光ビー
ムは、基準尺で異なる回折次数により偏向されて、最終的に重なり合って干渉し、それか
ら位置に依存する位相のずれた走査信号を発生させる。
【００３１】
　図１には、裏面格子として構成された基準尺Ｍを有する、一つの例の光学式位置測定装
置の光路が部分的に図示されている。この裏面格子は、板形状の透明な基板Ｓｕと、反射
側が基板Ｓｕの方向又は基準尺Ｍに対向して少なくとも測定方向Ｘに沿って移動できる走
査ヘッドＡＫの方向を向いた反射格子Ｇとを備えている。
【００３２】
　先ずは、この図面に基づき、この位置測定装置の有効測定点ＮＰの位置を説明する。
【００３３】
　この場合、二つの分割された部分光ビームの光路が光軸Ｚに対して対称的に延びており
、そのため、以下において、基準尺Ｍで＋１の回折次数により偏向される、図１で符号Ｔ
Ｓ１により表示された部分光ビームだけを観察すれば十分である。ここで、基準尺Ｍは、
Ｙ軸の周りを角度αで傾斜している。この観察している部分光ビームＴＳ１は、光軸Ｚに
対して角度β１で走査ヘッドＡＫから出射されて、裏面格子として構成された基準尺Ｍの
透明な表側に到達し、そこで、空気と基板Ｓｕの境界面での屈折により、光軸Ｚに対して
角度β２で偏向され、基板Ｓｕを通って更に基準尺Ｍの裏側の反射格子Ｇにまで進行する
。そこで、第一の回折次数により光軸Ｚに対して角度β３で反射されて曲がり、基準尺の
表側で新たに基板Ｓｕと空気の境界面での屈折により光軸Ｚに対して角度β４で偏向され
る。次に、この部分光ビームＴＳ１は、走査ヘッドＡＫまで進行し、そこで、例えば、偏
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向格子や結合格子などの詳しくは図示されていない別の光学部品により、光軸Ｚに沿った
間隔Ｚ１，Ｚ２，．．．ＺＭ－１において偏向され、最終的に光軸Ｚ上の位置Ｚ＝ＺＭで
光軸Ｚに関して第一の部分光ビームＴＳ１に対して対称的に進行する、図１には図示され
ていない第二の部分光ビームと重なり合う。後置された検出器配列Ｄによって、それらの
ずれに応じた走査信号の検出が行なわれる。
【００３４】
　この観察している部分光ビームＴＳ１の光の進行中に生じる位相のずれは、光軸Ｚに沿
った位置で最も簡単に計算することができる。それは、ｋＺ・Δｚの形の幾つかの位相の
ずれの寄与分の合計として得られ、ここで、ｋＺは光路の部分セグメントのｋベクトルの
Ｚ成分を表し、Δｚは、それに対応する光軸Ｚの位置における部分セグメントのＺ方向の
拡がりを表す。そのため、結果として得られる部分光ビームＴＳ１の位相のずれΦに関し
て、次の通りとなる。
【００３５】
【数１】

ここで、
　φ：分割と別の部分光ビームとの重なり合いの間に生じる部分光ビームＴＳ１の位相の
ずれ
　φ１：走査ヘッドからの出射時の部分光ビームＴＳ１の位相のずれ
　ｋ０：２π／λ
　λ：光源の波長
　ＺＡ：走査ヘッドＡＫと基準尺Ｍの表側の間の走査間隔
　ＺＳ：基準尺Ｍの基板Ｓｕの厚さ
　ｎＳ：基準尺Ｍの基板Ｓｕの屈折率
　β１，β２，．．．βＭ：部分光ビームＴＳ１の部分セグメントの光軸Ｚに対する角度
　ｎ５，ｎ６，．．．ｎＭ：部分光ビームＴＳ１が通過する走査ヘッドＡＫ内の光学部品
の屈折率
　Ｚ５，Ｚ６，．．．ＺＭ：走査ヘッドＡＫ内の前記の対応する部品の間隔
　僅かな角度αでの基準尺Ｍの傾斜によって、部分光ビームＴＳ１の部分セグメントの角
度β２，β３，．．．βＭが変化する。この場合、次の周知の関係式が成り立つ。
【００３６】
【数２】

ここで、
　ｄＳ：基準尺Ｍの格子周期
　基準尺Ｍの僅かな傾斜角αでは、部分光ビームＴＳ１の位相は、線形近似で
【００３７】
【数３】

だけずれる。位置測定装置の有効測定点ＮＰの周りの傾斜時において、この位相のずれは
、基準尺ＭのＸ方向のずれから生じる逆方向の位相のずれφＸによって補償しなければな
らない。図１における有効測定点ＮＰが、基準尺Ｍから下に間隔ΔＺＮＰの所に有るので
、この有効測定点ＮＰの周りの僅かな傾斜α時に、基準尺ＭはＸ方向にΔＺＮＰ・αだけ
ずれる。従って、それに対応する部分光ビームＴＳ１の位相のずれφＸは、次の通りとな
る。



(8) JP 6329456 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

【００３８】
【数４】

　この位相のずれφＸによる位相のずれ
【００３９】
【数５】

の補償から、次の条件が得られる。
【００４０】
【数６】

　これから、位置測定装置の有効測定点ＮＰと基準尺ＭのＺ方向に沿った間隔ΔＺＮＰを
計算することができる。式１、２．１～２．４及び４を用いて、次の式が得られる。
【００４１】
【数７】

　そのため、式５は、本発明による光学式位置測定装置の有効測定点ＮＰの間隔と使用す
る走査光学系の様々なシステムパラメータとの間の関係を規定している。従って、これら
のシステムパラメータＺＳ，Ｘ２，Ｘ４，β１及びβ２を有する走査光学系の好適な選定
によって、有効測定点ＮＰを各用途に関して望ましい位置に配置することができる。
【００４２】
　式５による有効測定点ＮＰの位置は、以下における有効測定点ＮＰの位置の幾何学的な
決定と同等であり、そのことを図２に基づき説明する。そのために、図２には、走査ヘッ
ドＡＫから基準尺Ｍに、並びにその逆向きに進行する部分光ビームＴＳ１のセグメントＳ
１，Ｓ２だけを図示している。これらのセグメントＳ１，Ｓ２は、それに応じて長くなっ
ており、基準尺Ｍの基板Ｓｕ内の点Ｐで交差している。そして、二つのセグメントＳ１，
Ｓ２の角二等分線Ｗは、正確に光軸Ｚ上の有効測定点ＮＰを通る。
【００４３】
　分割された部分光ビームが基準尺Ｍに複数回当たる位置測定装置では、上記の式５を同
様に使用することができる。基準尺Ｍに当たる毎に、式５に基づき単一の有効測定点を決
定することができる。そのような単一の有効測定点は、二つの部分光ビームの突き当たっ
た場所毎に基準尺が独立して傾斜できる理論的な場合に相当する。その結果得られる位置
測定装置の有効測定点は、幾つかの有効測定点の算術平均値演算から得られ、それは、幾
何学的には幾つかの有効測定点の中心点演算に相当する。
【００４４】
　上記の式５又はそれと同様の図２により説明する幾何学的な決定により、本装置の有効
測定点は、裏面格子を備えた基準尺に関する冒頭で言及した特許文献２から容易に計算す
ることができる。位置測定装置の有効測定点と基準尺のＺ方向に沿った間隔ΔＺＮＰの最
大値、そのため最も有利な値は、
【００４５】

【数８】

の場合に得られ、その結果、ｎＳ＝１．５の場合に、値ΔＺＮＰ＝－ＺＳ／３となる。そ
れにより、有効測定点は、常に基準尺の基板内深くに有り、そのため、Ｚ方向に沿って許
容できない程ＴＣＰから遠く離れる、即ち、その結果、それに応じてＴＣＰに対するアッ
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ベ間隔が大きくなり、そのため、位置計測時の測定誤差が大きくなる。それは、基本的に
、走査光学系の設計時に、基準尺がＲｘ又はＲｙ方向に傾斜している場合に、分割された
部分光ビームが、透明な基板を通過するために、異なる位相のずれを受けることを考慮し
なかったことに起因する。
【００４６】
　従って、基準尺Ｍの反射格子Ｇ上において、さもなければＺ方向に沿って、より一層走
査ヘッドＡＫから離れた所に有る位置測定装置の有効測定点ＮＰに関して、次の条件を遵
守しなければならない。
【００４７】
【数９】

　これから、式５と２を用いて、次の式が得られる。
【００４８】
【数１０】

　角度β１とβ２が２５°よりも小さい場合、式７は、次の通り近似することができる。
【００４９】
【数１１】

　この近似は、一つの部分光ビームの基準尺Ｍの表側における二つの入射点の中心点（Ｘ

２＋Ｘ４）／２が、値２・λ／ｄＳ・ＺＳよりも更に遠く光軸Ｚから離れなければならな
いことを意味する。
【００５０】
　表面格子として構成された基準尺では、反射格子の前の透明な基板を考慮する必要がな
いので、ＺＳ＝０である。しかし、その場合、裏側の基準尺の基板の厚さＺＢを考えなけ
ればならない。有効測定点を裏側の基準尺の基板外に配置して、そこに移動できる物体を
取り付けなければならない。ΔＺＮＰが又もや有効測定点と基準尺の格子の間隔を表す場
合、式６～８の代わりに、次の修正した条件が成立しなければならない。
【００５１】
【数１２】

　表面格子として構成された基準尺の場合、Ｘ４＝Ｘ２が成り立ち、そのため、式５と式
２を用いて次の通りとなる。
【００５２】

【数１３】

　角度β１とβ２が又もや２５°より小さい場合、式７’は、次の通り近似することがで
きる。
【００５３】
【数１４】

　式６’～８’は、式６～８から、ＺＳ→ＺＢ，Ｘ４→Ｘ２の簡単な置き換えによって得
られる。
【００５４】
　そこで、本発明による位置測定装置の走査光学系のそれに対応した設計によって、その
Ｚ方向に沿った有効測定点の位置を定義して設定できる、特に、各用途でのＴＣＰの位置
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に一致させることができる。本発明による位置測定装置のそれに対応して設計された走査
光学系の特徴は、二つの部分光ビームは、それらが基準尺に当たる前に事前に分割される
ことと、それらが、裏面格子又は表面格子として構成された基準尺での回折時に、そのよ
うなシステムにおいて従来は光軸Ｚの方に偏向されていた代わりに、それぞれ光軸Ｚから
一層離れるように偏向されることとである。分割格子と結合格子の外に、別の光学部品と
して、光路において基準尺の前又は後に取り付けられた少なくとも一つの追加の偏向部品
が必要である。その部品は、部分光ビームを光軸Ｚの方に戻すように偏向させ、それによ
り、光軸Ｚから離れる方向の基準尺による偏向を少なくとも部分的に相殺する。分割格子
、偏向部品及び基準尺の組合せは、部分光ビームが結合格子の所で再び光軸に到達し、そ
こで、それらが干渉できるようなサイズとする。二つの部分光ビームが基準尺で複数回反
射される場合、少なくとも反射の中の一つに関して、上記の特徴を満たさなければならな
い。
【実施例１】
【００５５】
　図３ａ～３ｃには、本発明による位置測定装置の第一の実施例が異なる断面図により図
示されている。この場合、図３ａは、ＸＺ図面における光源２１からリフレクタ２６．１
，２６．２までの走査光進路を図示し、図３ｂは、リフレクタ２６．１，２６．２から検
出器素子２９．１～２９．３までの走査光進路を図示している。図３ｃには、ＹＺ図面に
おける走査光進路全体が図示されている。
【００５６】
　本発明による位置測定装置は、一つの基準尺１０と少なくとも一つの走査ヘッド２０を
有し、基準尺１０と走査ヘッド２０は、少なくともＸ軸に沿って、即ち、少なくとも一つ
の測定方向に沿って、互いに相対的に移動できるように配置されており、例えば、相対的
に位置決めしなければならない機械の可動コンポーネントと連結されている。
【００５７】
　それは、例えば、互いに直角の方向を向いたＸとＹ方向に沿って、即ち、二つの測定方
向に沿って移動できるように配置され、この場合、二次元交差格子として構成された、半
導体製造装置のＸＹテーブルとすることができる。そして、この場合、半導体製造装置の
それに対向する静止したコンポーネントには、基準尺を光学的に走査して、後置された機
械制御部用の位置信号を発生させる少なくとも二つの走査ヘッドが配置されている。
【００５８】
　図３ａ～３ｃの例では、見易くするために、単一の測定方向Ｘに沿った走査ヘッド２０
と基準尺１０の相対運動だけを検出する場合が図示され、そのために、一次元の基準尺１
０と単一の走査ヘッド２０が配備されている。
【００５９】
　図示された実施例では、基準尺１０は、裏面格子として構成され、板形状の透明な基板
１１と反射格子１２を有する。この場合、反射格子１２は、その反射側を基板１１の方向
に向けており、基板１１の方向から走査される、即ち、走査ヘッド２０の方からの光が、
基板１１の方向から反射格子１２に入射する。この反射格子１２は、測定方向Ｘに沿って
周期的に配置された、異なる高さのステップ又は反射率の部分領域から構成される。
【００６０】
　少なくとも二つの測定方向に沿った相対運動を所望の通り検出する場合、基準尺は、周
知の手法で二次元交差格子として構成され、少なくとも二つの走査ヘッドが配備され、こ
れらの複数の走査ヘッドは、基本的に同様に構成されるが、異なる方向に向けて配置され
る。
【００６１】
　本発明による光学式位置測定装置の図示された第一の実施例の走査ヘッド２０内には、
一つの光源２１、一つのコリメータレンズ２２、異なる格子２４，２５．１～２５．４，
２７及びリフレクタ２６．１，２６．２を備えた一つの走査板２３、光学系２８．１～２
８．３、並びに検出器素子２９．１～２９．３が配置されている。
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【００６２】
　以下において、本発明による光学式位置測定装置の第一の実施例の走査光路を説明する
。
【００６３】
　光源２１の光ビームＳは、コリメータレンズ２２によりコリメートされて、分割格子２
４に到達する。そこで、二つの部分光ビームＴＳ１，ＴＳ２に分割され、それらの更なる
光進路は、ＹＺ平面に対して対称的である。＋Ｘ方向に偏向された部分光ビームＴＳ１は
、基準尺１０の透明な表側に到達して、そこで、屈折し、基板１１を通って、基準尺１０
の裏側に配置された反射格子１２にまで進行する。この場合、同様に、それは、＋Ｘ方向
に＋１回折次数で反射、回折された後、再び基準尺１０の透明な表側に当たり、そこで、
新たに屈折する。そして、この部分光ビームＴＳ１は、この実施例で上述した通り偏向部
品としての役割を果たす走査ヘッド２０内の格子２５．１に進行する。この格子２５．１
は、重なり合った回折構造としての複数の光学機能を有する。それは、一つには、部分光
ビームＴＳ１をＸ方向に関して光軸Ｚに対して平行に偏向させる一方、部分光ビームＴＳ
１をＹ方向に関してリフレクタ２６．１に偏向、集束させる。この部分光ビームは、リフ
レクタ２６．１で反射された後、部分光ビームをＹ方向に再びコリメートして、Ｘ方向に
関して光軸Ｚに対して平行な方向に向けて偏向させる別の偏向部品として作用する格子２
５．３に到達する。そして、この部分光ビームＴＳ１は、二回目として基準尺１０に進行
し、そこの表側で屈折して、反射格子１２で新たに＋１回折次数で回折する。この部分光
ビームは、基準尺１０の表側での四回目の屈折後に、結合格子２７に到達し、そこには、
分割以降ＹＺ平面に対して平行に進行してきた第二の部分光ビームＴＳ２が入射する。結
合格子２７は、二つの部分光ビームを干渉させて、その結果得られる－１、０及び＋１回
折次数の重なり合う三つの部分光ビームを形成し、それらの部分光ビームが、好適な光学
系２８．１～２８．３を介して検出器素子２９．１～２９．３上に結像され、それらの検
出器素子が、それに応じて走査信号を発生させる。この結合格子２７の格子幅と格子高さ
の好適な選定によって、発生する走査信号の間の位相のずれを周知の手法で定義、設定す
ることができる。理想的には、この位相のずれは、それぞれ１２０°である。走査信号の
更なる処理は、図３ａ～３ｃに図示されていないが、周知の手法で行なわれ、その結果そ
れに対応した位置の値が出力側に得られる。
【００６４】
　図３ａと３ｂの図面では、ＸＺ図面内における分割からリフレクタ２６．１，２６．２
までとそこから光結合までの二つの部分光ビームＴＳ１，ＴＳ２の光路が同じである。二
つの光路は、それぞれ有効測定点ＮＰ１又はＮＰ２に対応付けることができる。それらが
同じＺ位置を有するので、それらを結んだ光路も、その結果得られる有効測定点ＮＰを同
じＺ間隔に有する。しかし、Ｙ方向において、その結果得られる有効測定点ＮＰは、反射
格子１２上の一回目と二回目の反射の二つのＹ方向光位置の間の中心点に位置する。
【００６５】
　上述した本発明による式７に基づく走査光学系の設計によって、その結果得られる図示
された実施例の有効測定点ＮＰは、基準尺１０から走査ヘッド２０と逆側に比較的大きな
間隔ΔＺＮＰの所に有る。この場合、有効測定点ＮＰは、光軸Ｚ上における部分光ビーム
ＴＳ１，ＴＳ２の光路の二つの角二等分線ＷとＷ’の交点の所に有る。大きな間隔ΔＺＮ

Ｐによって、その間隔の所に、例えば、処理すべきウェーハの表側又は別の処理すべき、
或いは計測すべき物体を配置して、特に、正確に位置決めすることが可能となる。ここで
、複数の測定方向を検出する場合、裏面格子として構成された基準尺１０の反射格子を交
差格子として構成することが有利であることが分かっている。そして、少なくとも三つの
走査ヘッドを用いて（この場合、各測定方向に少なくとも一つの走査ヘッドを配備する）
、各表側の各点をほぼゼロのアッベ間隔により測定することができる。
【実施例２】
【００６６】
　本発明による光学式位置測定装置の第二の実施例が、図４に断面図で図示されており、
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以下において、前述した第一の実施例との主要な違いだけを説明する。
【００６７】
　第一の実施例の二つの部分光ビームは、光進路において複数の格子を通過しなければな
らないので、その結果部分光ビームの強度の低下とそれに伴う信号強度の低減が生じる。
そのため、通過する格子の数を減少させるのが有利である。第二の実施例は、そのための
手法を示している。図４では、その中の光源１２１からリフレクタ１２６．１，１２６．
２までの光路だけが図示されている。更なる光路は、第一の実施例の図３ｂの光路と同じ
であり、同様に、この実施例では、図３ｃの走査光路の横断面と同じである。
【００６８】
　本発明による光学式位置測定装置の第二の実施例では、走査ヘッド内において、そこで
光ビームを二つの部分光ビームに分割するための前記の配備されていた分割格子が省かれ
ている。それに代わって、ここでは、光ビームＳの二つの部分光ビームＴＳ１，ＴＳ２へ
の分割が、又もや裏面格子として構成された基準尺１１０の反射格子１１２によって行な
われている。そのため、この変化形態では、分割された部分光ビームＴＳ１，ＴＳ２が、
それぞれ分割された光路において、一回だけ基準尺１１０に当たる。更なる光路は、第一
の実施例の光路とほぼ同じであり、そのため、ここでは、その詳しい説明を省略する。
【００６９】
　基準尺１１０での一回目の反射に対応付けられる有効測定点ＮＰ１は、基準尺１１０の
透明な基板１１１内に有る。間隔ΔＺＮＰに関して、式５と式２により、次の式が得られ
る。
【００７０】

【数１５】

　この間隔ΔＺＮＰ１の負の値は、それに対応する絶対値がより大きな間隔ΔＺＮＰ２の
設定値によって過剰に補償され、そのため、全体として、本発明による光学式位置測定装
置のこの実施例の結果として得られる有効測定点に関する正の値ΔＺＮＰが生じ、その結
果得られる図示された有効測定点が、次の通り、基準尺１１０の走査ヘッド１２０と逆側
の所に生じる。
【００７１】

【数１６】

　そのため、この例でも、光路全体の有効測定点ＮＰは、所望の通り、又もや基準尺１１
０の走査ヘッド１２０と逆側の所に有る。実際には、部分光ビームＴＳ１，ＴＳ２が全体
として通過しなければならない格子の数が少なくなることによって、信号強度の明らかな
向上とそれによる位置の乱れの明らかな低下が得られる。
【実施例３】
【００７２】
　本発明による光学式位置測定装置の第三の実施例が、図５ａ～５ｃに複数の断面図で図
示されており、この場合、異なる図面の光路図は、第一の実施例の光路図に対応する、即
ち、図５ａがＸＺ図面における光源２２１から基準尺２１０の反射格子２１２までの光路
を図示し、図５ｂが検出器素子２２９．１～２２９．３までの更なる光進路を図示し、図
５ｃがＹＺ図面における光路の断面を図示している。以下において、基本的には、又もや
第一の実施例との主要な違いだけを説明する。
【００７３】
　この本発明による光学式位置測定装置の第三の実施例では、二つの部分光ビームＴＳ１
，ＴＳ２が基準尺２１０で一回だけ反射される。光源２２１から放射された光ビームは、
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コリメータレンズ２２２によりコリメートされて、走査板２２３の表側の分割格子２２４
によって二つの部分光ビームＴＳ１，ＴＳ２に分割される。走査板２２３の下側の偏向部
品として機能する二つの別の格子２２５．１，２２５．２は、二つの部分光ビームＴＳ１
，ＴＳ２をそれぞれ内側に向かって所望の有効測定点ＮＰの方向又は光軸Ｚの方向に偏向
させる。これらの部分光ビームＴＳ１，ＴＳ２は、基準尺２１０の基板２１１の透明な表
側に到達し、そこで屈折する。基準尺２１０の反射格子２１２において、＋１又は－１回
折次数での部分光ビームＴＳ１，ＴＳ２の回折が起こり、そのため、二つの部分光ビーム
ＴＳ１，ＴＳ２は、ＸＺ図面において逆方向に走査ヘッド２２０の方向に戻るように進む
。これらの部分光ビームは、基準尺２１０の基板２１１の透明な表側での新たな屈折後、
又もや偏向部品としての役割を果たす二つの別の格子２２５．３，２２５．４によって、
走査板２２３の下側で光軸Ｚの方向に偏向され、そのため、二つの部分光ビームＴＳ１，
ＴＳ２は、最終的に走査板２２３の表側において光軸Ｚ上で重なり合う。これらの部分光
ビームは、結合格子２２７での回折によって干渉する。これらの重なり合った部分光ビー
ムＴＳ１，ＴＳ２は、最終的に第一及び第二の実施例と同様に、その結果得られる－１，
０及び＋１回折次数で発生し、光学系２２８．１～２２８．３を介して、それぞれ対応す
る検出器素子２２９．１～２２９．３上に結像され、それらの検出器素子が、それに対応
する位置に応じた位相のずれた走査信号を提供する。
【００７４】
　この実施例では、以下の関係式が成り立つ。
【００７５】
【数１７】

　本発明による光学式位置測定装置のこの実施例の特別な利点は、そこでは有効測定点Ｎ
Ｐが常に走査ヘッド２２０に対して固定のＺ方向間隔の所に位置することである。この位
置は、特に、基準尺２１０のＺ方向位置に依存しない。基準尺２１０の基板２１１の厚さ
ＺＳも、有効測定点ＮＰの位置に影響しない。そのため、本発明による光学式位置測定装
置のこの変化形態は、従来の表面格子又は反射格子と関連して、例えば、ＸＹテーブルの
下側に取り付けられた基準尺として使用することもできる。走査ヘッド２２０に対する有
効測定点の間隔が固定していることにより、用途に応じて、走査ヘッド２２０を好適にＺ
方向にずらすことによって、有効測定点ＮＰの位置を定義、設定することができる。この
場合、このようにして、走査光学系を変更すること無く、例えば、ＸＹテーブルの厚さ、
そのため位置決めすべき物体、例えば、ウェーハの厚さに有効測定点の位置を適合させる
ことができる。
【実施例４】
【００７６】
　本発明による位置測定装置の第四の実施例が、図６ａにＸＺ図面で図示され、図６ｂに
ＹＺ図面で図示されている。それは、第三の実施例と類似しており、以下において、それ
との主要な違いだけに言及する。
【００７７】
　この変化形態では、部分光ビームＴＳ１は、基準尺３１０で一回だけ反射される。光源
３２１の光ビームＳは、又もやコリメータレンズ３２２によりコリメートされて、分割格
子３２４によって二つの部分光ビームＴＳ１，ＴＳ２に分割される。これらの部分光ビー
ムＴＳ１，ＴＳ２は、又もや偏向部品として機能する格子３２５．１，３２５．２によっ
て、内側に向かって光軸Ｚの方向に偏向された後、又もや裏面格子として構成された基準
尺３１０に当たる。部分光ビームは、そこで、＋１又は－１回折次数で外側に向かって光
軸Ｚから離れる形で反射、回折されて、走査板３２３の下側の光軸Ｚの位置で結合格子３
２６に当たる。その結果得られる－１，０及び＋１回折次数で生じた重なり合う三つの光
ビームが、又もや三つの対応する検出器素子（図６ｂでは、これらの中の単一の検出器素
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子３２９．１だけが識別できる）によって、それに対応する走査信号に変換される。
【００７８】
　この実施例の特徴は、部分光ビームＴＳ１，ＴＳ２毎に（ここでは、格子３２５．１，
３２５．２の形の）一つの偏向部品だけを必要とし、それは、偏向部品の最小限可能な数
に相当する。分割格子３２４、基準尺３１０の反射格子３１２及び結合格子３２６での回
折と関連して、部分光ビームＴＳ１，ＴＳ２毎に四回の回折だけが必要である。それによ
って、信号強度が明らかに増大される。大きな信号強度は、入射光パワーの僅かな部分だ
けを所望の回折次数に反射させる交差格子が基準尺として用いられている場合に、特に重
要である。
【００７９】
　当然のことながら、本発明の範囲内には、ここで具体的に述べた実施例の外に、更に別
の実施可能な形態が存在する。それらを個々に短く取り上げる前に、当然のことながら、
ここで説明した異なる実施例の措置を互いに好適に組み合わせることが可能であることを
指摘しておきたい。
【００８０】
　更に、本発明は、多くの異なる実施構成で実現することができる。即ち、例えば、分割
格子から結合格子までの光路を逆の順番で進行させることも可能である。第二と第四の実
施例では、そのことは別の重要な解法を生み出す。
【００８１】
　分割格子と結合格子の代わりに、例えば、ビームスプリッタ立方体又は半透明ミラーな
どの、それに代わる光学部品を用いることもできる。特に、それに代わる偏向部品として
、ミラーやプリズムも考えられる。偏向部品として、所望の回折次数で高い回折係数を有
するブレーズ化した格子を使用するのが特に有利である。
【００８２】
　当然のことながら、ミラーを用いて、二つの部分光ビームを同様に偏向させ、それによ
り光路を曲げることも可能である。それは、特に小さい構造形態に有利である。
【００８３】
　更に、当然のことながら、位相のずれた走査信号を発生させる別の周知の手法を使用す
ることもできる。特に、二つの部分光ビームの光路内に偏光部品を挿入して、それらの部
分光ビームを互いに直交する形で偏光させる、有利には、直線偏光又は円偏光させる。偏
光子、位相差板、偏光ビームスプリッタなどの偏光光学部品によって、周知の手法で二つ
の直交偏光された部分光ビームを重ね合わせて、位相のずれた走査信号を得ることができ
る。それ以外に、部分光ビームの位相が相対的に変化した場合にずれる縞模様を発生させ
て、縞形状に構成された検出器によって、位相のずれた走査信号に変換することも可能で
ある。
【００８４】
　本発明による位置測定装置では、有利な光源として、半導体レーザとＬＥＤを使用する
ことが可能である。これらの光源は、基本的にコリメータレンズを後置しなくとも使用す
ることができる。この場合、上記の本発明による条件を相応に適用できるためには、拡散
又は収斂する光ビームの主要な光を用いなければならない。
【符号の説明】
【００８５】
　１０，１１０，２１０，３１０　　基準尺
　１１，１１１，２１１，３１１　　基板
　１２，１１２，２１２，３１２　　反射格子
　２０，１２０，２２０，３２０　　走査ヘッド
　２１，１２１，２２１，３２１　　光源
　２２，１２２，２２２，３２２　　コリメータレンズ
　２３，１２３，２２３，３２３　　走査板
　２４，２２４，３２４　　　　　　格子
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　２５．１～２５．４，２２５．１～２２５．４，３２５．１，３２５．２　　格子
　２６．１，２６．２，１２６．１，１２６．２　　　　　　　　リフレクタ
　２７，２２７，３２６　　　　　　結合格子
　２８．１～２８．３，２２８．１～２２８．３，３２８．１　　光学系
　２９．１～２９．３，２２９．１～２２９．３，３２９．１　　検出器素子
　ＡＫ　走査ヘッド
　Ｄ　　検出器配列
　Ｇ　　反射格子
　Ｍ　　基準尺
　ＮＰ　有効測定点
　Ｐ　　交点
　Ｓｕ　基板
　Ｓ　　光ビーム
　ＴＳ１，ＴＳ２　部分光ビーム
　Ｓ１，Ｓ２　　　部分光ビームＴＳ１のセグメント
　Ｗ，Ｗ’　　　　角二等分線
　Ｘ　　　Ｘ方向
　Ｚ　　　Ｚ方向、光軸
　ΔＺＮＰ　間隔
　α　　　傾斜角
　ＺＡ　　走査ヘッドＡＫと基準尺Ｍの表側の間の走査間隔
　ＺＳ　　基準尺Ｍの基板Ｓｕの厚さ
　β１，β２，．．．βＭ；β１’，β２’，．．．βＭ’　部分光ビームＴＳ１の部分
セグメントの光軸Ｚに対する角度
　Ｚ５，Ｚ６，．．．ＺＭ　　走査ヘッドＡＫ内の部品の間隔
【図１】 【図２】
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【図３ｃ】 【図４】
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【図５ｃ】 【図６ａ】
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